
八戸市公共事業再評価実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が実施する公共事業のうち、事業採択後一定期間未着工である事業及

び事業採択後長期間を経過している事業について、必要に応じた見直し等を行うために事業

の投資効果、進捗状況等に関する評価（以下「再評価」という。）を実施し、もって公共事業

の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 公共事業 道路、河川、公園、住宅、下水道、学校、漁港等の整備、土地区画整理事業

その他の市民生活と密接に関連する社会資本の整備に関する事業（維持管理に係る事業又

は災害復旧に係る事業を除く。）をいう。 

(2) 事業採択 事業費の予算が成立した日（国庫補助事業及び県補助事業については、補助

金交付決定日）をいう。 

(3) 未着工 用地買収手続及び工事のいずれにも着手していないことをいう。 

 

（再評価実施事業） 

第３条 再評価を実施する事業（以下「再評価実施事業」という。）は、市が実施する公共事業

のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、再評価を実施する年度内に完

了予定の事業を除く。 

(1) 事業採択後５年を経過した時点で未着工の事業 

(2) 事業採択後１０年を経過した時点で継続中の事業 

(3) 再評価実施後５年（下水道事業については１０年）を経過した時点で継続中又は未着工

の事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等を考慮し、再評価が特に必要

と市長が認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、国庫補助事業である再評価実施事業について、当該事業を所管

する各省庁から再評価の対象とする事業について別途要件が示された場合は、その要件を満

たすものについて再評価を実施する。 

 

（再評価実施時期） 

第４条 再評価は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に実

施するものとする。 

(1) 前条第１項第１号から第３号までに該当する事業 当該各号に該当することとなっ  

た時点の属する年度 

(2) 前条第１項第４号に該当する事業 市長が指定する年度 
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（再評価判断項目） 

第５条 原則として、再評価は、次に掲げる項目により判断するものとする。 

(1) 事業の進捗状況 

(2) 事業の必要性等 

(3) 事業当初における投資効果及びその後の変化 

(4) コスト縮減対策の実施状況及び代替案による事業目的の達成の可能性 

(5) 環境影響に対する配慮 

 

（再評価の実施及び結果の公表） 

第６条 市長は、第３条の規定により再評価の実施を決定した事業について、対応方針案の作

成を行う。 

２ 市長は、学識経験者等で構成する委員会を設置し、前項の対応方針案について意見を聴く

ものとする。 

３ 市長は、前項の意見を尊重して当該事業の対応方針を決定するものとし、対応方針に則し

た予算案を決定するほか、必要に応じて国庫補助金等に係る要求を行うものとする。 

４ 市長は、再評価実施事業に係る再評価の結果及び対応方針等を公表するものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年６月１６日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１０月１１日から実施する。 

 


